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令和７年度重点事業実施状況（企画福祉課） 

 

Ⅰ 北秋田保健所アルコール依存症対策強化事業 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 研修会 

   支援者（市村、精神科医療機関、基幹相談支援センター等）向けに研修会を開催した。 

   アルコール依存症研修会 

日 時 ８月１９日 午後１時３０分～３時３０分 

内 容 家族支援プログラム（クラフト）の実際 等 

    

２ 事例検討会 

  管内関係者が事例を通して、支援の振り返りや情報を整理することで、対象者理解を深める

手法を獲得する。 

  日 時 ３月３日 午後１時３０分～２時３０分予定 ※関係者会議との２部構成 

  内 容 参加者のエンパワメントにつながる事例検討 

 

３ 地域住民への啓発 

 ①精神保健福祉普及週間（１０月８日～１０月１５日） 

  「北秋田市民ふれあいプラザコムコム」等にアルコールパッチテスト等を設置。 

 ②回復支援プログラム普及啓発（通年） 

  北秋田地域振興局県民ホール、健康支援室に、ナッジ理論を活用した啓発チラシを設置。 

 

４ 関係者会議 

  日 時 ３月３日 午後２時３０分～３時３０分予定 ※事例検討会との２部構成 

  内 容 支援関係者が、支援の具体策を検討することで、地域の支援体制構築を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 アルコール依存症に関する相談は、アルコールに起因した課題が重複し深刻化しているこ

とが多く、複数の関係機関が支援に入っているものの、単発的な介入に終始している現状が

あります。 

地域におけるアルコール依存症の支援状況を整理し、継続的な支援策の検討等を通して、

アルコール依存症支援体制を強化することを目指します。 

 

資料２－１ 
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令和７年度重点事業実施状況（環境指導課） 

 

Ⅰ 廃棄物の発生抑制と適正処理の推進 

 

 

 

 

 

 

１ 不法投棄の未然防止 

（１）北秋田地域不法投棄一掃地域協議会（会長：北秋田地域振興局長）の開催 

７月に書面で開催した。 

（２）クリーンアップ事業 

   １０月１９日に大館地区３箇所で不法投棄物の撤去を行った。 

（３）不法投棄監視カメラ及び不法投棄禁止看板の設置 

   ・監視カメラ  ２箇所   ３台 設置 設置期間 ４月下旬～１１月中旬 

   ・看板    ３０箇所  ４２本 設置 

（４）環境監視員（非常勤職員３名）による管内のパトロール（令和７年１２月３１日現在） 

   ・監視日数１１９日（再確認箇所：延べ３６８箇所） 

      ・新規発見箇所：５箇所 

・撤去済み確認箇所：１箇所 

※不法投棄未然防止啓発活動事業 

     平成１９年「めざせ国体クリーンアップ～不法投棄一掃大作戦～」が初事業であり、以降 

原則、毎年実施している。 

 

２ ごみ減量・リサイクルの推進 

  事業系廃棄物の排出量が増加傾向にあることから、啓発用パンフレット等の活用により減量化・ 

リサイクルの取組を推進します。 

 

 

Ⅱ 食品の安全安心の確保 

 

 

 

 

１ 食品取扱施設（製造・販売施設、給食施設等）の監視・指導 

 

通常監視のほか、特別監視期間を設定し、食品取扱施設の監視・指導を強化するとともに、小 

規模事業者へのＨＡＣＣＰ方式による衛生管理の導入に向けた取組を支援することで、秋田県産

食品の安全・安心を確保し、信頼性の向上を図ります。 

また、食品衛生講習会や手洗い教室を開催し、食品関係事業者や消費者等の食品衛生に対する

意識の向上を図ります。 

｢北秋田地域不法投棄一掃地域協議会｣を組織し、市村や関係団体との連携を図るととも

に、監視を強化し、廃棄物の不法投棄等不適正な処理の未然防止に努めます。 

また、循環型社会の構築に必要なごみの減量化やリサイクルを推進し、『美しいふるさと

北秋田』の実現に向けた普及啓発に取り組みます。 

資料２－２ 
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（１）監視・指導状況（令和７年１２月３１日現在） 

   ・監視件数 ２５７件 （要許可施設１６１件、不要許可施設９６件） 

   ・指導件数   ０件 

   ・収去検査   ９検体（違反件数０件） 

（２）特別監視期間における監視・指導の強化 

・食品安全安心月間（６月） 

・食品衛生月間（８月） 

・食品、添加物等の一斉取締り月間（夏期一斉取締り７月、年末一斉取締り１２月） 

 

２ ＨＡＣＣＰ方式による衛生管理の推進 

（１）講習会でのＨＡＣＣＰ導入説明 

   ・開催回数：  ７回（営業者対象） 

 ・参加人数：１０５名 

（２）秋田県版ＨＡＣＣＰ認証制度の普及促進 

（３）認証取得営業者に対する指導助言 

（４）科学的根拠に基づいた消費期限及び賞味期限設定の指導助言 

 

 

 

 

 

 

３ 消費者等への普及啓発 

（１）食品衛生講習会の開催（令和７年１２月３１日現在） 

・開催回数 １回（消費者対象） 

・参加人数 ５名 

（２）小学校・保育園等での手洗い教室の開催 

・開 催 校 ４園、２校 

・参加人数 ９９名 

・実施方法 北秋田食品衛生協会との共催 

・内  容 ①手洗いマイスターによる正しい手洗いの伝授 

         ②測定器による手洗い前後の清浄度の比較 

 

 

 

 

 

※秋田県版ＨＡＣＣＰ（ハサップ）認証制度 

食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰ方式を用いて行っている衛生管理が、一定の基準を満た

していると認められる施設を、秋田県が認証する制度。平成 22 年度からスタートした。管内では、

現在３事業者が認証を取得している。 
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Ⅲ 地域課題への取組（動物を通じた「いのち」を大切にする事業） 

 

 

 

１ 事業の概要 

・対  象 鷹巣阿仁福祉環境部管内小学校 
  ・実施期間 令和７年６月～９月 
  ・実施場所 北秋田市阿仁熊牧場「くまくま園」 
   ・実施内容 動物と「いのち」の学習会、くまの観察 など                                     

  ・実施方法 くまくま園までの移動は内陸線を利用、入園料、運賃等の経費を負担                

 
２ 実  績 

「動物と『いのち』の学習会」の開催 

  ・開催回数 ５回（管内５小学校参加） 

・参加人数 児童７１名、先生・引率者１３名 

  ・実施内容 くまくま園職員の「くま講座」 

くまの観察・餌やり体験 

     動物愛護センター職員による「いのちを大切にする心を育む教室」 

        マタギ資料館見学 

     

＜園職員のくま講座＞            ＜ヒグマの観察・餌やり＞      ＜ツキノワグマの観察＞ 

 

３ 令和８年度の予定 

    令和７年４月から動物愛護関係業務が、動物愛護センター県北支所に移管されたことから、令

和８年度以降同支所で本事業を継続。 

 

閉鎖した旧秋田八幡平クマ牧場に残されたクマを受け入れ、平成 26 年７月にリニュー

アルオープンした北秋田市阿仁熊牧場「くまくま園」について、北秋田市、本庁生活衛生

課と連携しながら、地域の小学生等を対象に「動物と『いのち』の学習会」を開催するな

ど、動物愛護思想の普及啓発を行うとともに、「くまくま園」の利活用推進を図ります。 


